
○習志野市指定管理者候補者選定委員会設置要綱  

平成１７年５月３０日  

告示第１４８号  

改正   平成１９年３月２２日告示第７９号  

平成２４年３月３０日告示第９５号  

平成２６年７月１１日告示第１９４号  

（設置）  

第１条  地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定す

る指定管理者の候補者を公平かつ適正に選定するため、習志野市公の施設に係

る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則（平成１７年規則第３３号。

以下「施行規則」という。）第５条に基づき、習志野市指定管理者候補者選定

委員会（以下「選定委員会」という。）を設置する。  

（所掌事項）  

第２条  選定委員会の所掌事項は、次のとおりとする。  

（１）  指定管理者の募集要項及び選定基準の策定に関すること。  

（２）  指定管理者の候補者の選定に関すること。  

（３）  前２号に定めるもののほか、指定管理者の候補者の選定に関し必要と

認める事項  

（組織）  

第３条  選定委員会の委員は、施行規則第５条第２項に定める者とする。  

２  委員長は副市長とし、副委員長は総務部長とする。  

３  委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。  

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理

する。  

（平１９告示７９・一部改正）  

（会議）  

第４条  選定委員会の会議は、委員長が招集する。  

２  選定委員会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、

委員長の決するところによる。  

３  委員は、指定管理者の指定の申請を行った団体の役員又はこれに準ずる者で



あるときは、当該指定管理者の候補者の選定について審議に加わることができ

ない。  

４  選定委員会は、施行規則第５条第３項に規定する者に意見を聴こうとすると

きは、委員長が委員に諮つて決定するものとする。  

（平２６告示１９４・一部改正）  

（資料の提出等の要求）  

第５条  選定委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があるときは、関係職

員に対し、資料の提出、説明等を求めることができる。  

（庶務）  

第６条  選定委員会の庶務は、契約検査課において処理する。  

（平２４告示９５・一部改正）  

（委任）  

第７条  この要綱に定めるもののほか、選定委員会の運営に関し必要な事項は、

委員長が別に定める。  

附  則  

この要綱は、公示の日から施行する。  

附  則（平成１９年３月２２日告示第７９号）  

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。  

附  則（平成２４年３月３０日告示第９５号）  

この告示は、平成２４年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年７月１１日告示第１９４号）  

この告示は、平成２６年７月１４日から施行する。  

 


